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条　　　　　例

○職員の給与等に関する条例の一部を改正
する条例　 （人事課）    1

　条　　　　例　

　職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例をこ
こに公布する。

　　令和７年３月17日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府条例第１号

職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

　職員の給与等に関する条例（昭和31年京都府条例第28
号）の一部を次のように改正する。
　題名の次に次の目次を付する。
目次
　第１章　総則（第１条・第２条）
　第２章　給与
　　第１節　給料（第３条―第９条）

号外250317-01E

本号で公布された条例のあらまし

◇職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（京都府条例第１号）（人事課）

１　改正の理由
　　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の
一部を改正する法律（令和６年法律第42号）による育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律（平成３年法律第76号）の一部改正等に伴い、所要の改正を行うものである。
２　改正の内容
　⑴　育児のために正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限の請求をすることができる職員の範囲を、３
歳に満たない子を養育する職員から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に拡大することとし
た。（第37条の２関係）

　⑵　任命権者は、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）について、
次の措置を講じなければならないこととした。（第45条の22関係）

　　ア　介護について申し出た職員に対する介護両立支援制度等の周知、意向の確認等
　　イ　40歳に達する職員に対する介護両立支援制度等の周知
　⑶　任命権者は、介護両立支援制度等の請求又は申出が円滑に行われるようにするため、職員に対する介護両
立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置を講じなければならないこととした。（第45条の23関係）

３　施行期日
　　令和７年４月１日
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　⑵　介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
　⑶　その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備
に関する措置

　　　附　則

　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　　第２節　手当（第10条―第23条）
　　第３節　補則（第24条・第25条）
　　第４節　給与の特例（第26条―第27条）
　　第５節　退職手当（第28条）
　　第６節　単純な労務に雇用される者の給与の種類及

び基準（第29条）
　　第７節　口座振込みの方法による給与の支給（第29

条の２）
　第３章　勤務時間、休日、休暇、部分休業及び休業
　　第１節　勤務時間（第30条―第37条の５）
　　第２節　休日（第38条・第39条）
　　第３節　休暇（第40条―第45条）
　　第３節の２　部分休業（第45条の２―第45条の６）
　　第３節の３　休業（第45条の７―第45条の21）
　　第３節の４　介護のための休業等に関し任命権者が

講じるべき措置（第45条の22・第45条
の23）

　　第４節　勤務時間及び休暇の特例（第46条）
　第３章の２　人事行政の運営等の状況の公表（第46条

の２―第46条の７）
　第４章　雑則（第47条・第48条）
　附則
　第１条中「同じ。）をいう。」の右に「第３章第３節の
４を除き、」を、「基準」の右に「、介護のための休業等
に関し任命権者が講じるべき措置に関する事項」を加え
る。
　第37条の２第１項及び第３項中「３歳に満たない」を
「小学校就学の始期に達するまでの」に改める。
　第３章に次の１節を加える。
　　　　第３節の４　 介護のための休業等に関し任命権

者が講じるべき措置
（介護についての申出があつた場合等における措置）
第45条の22　任命権者は、職員（法第３条第２項に規定
する府の一般職に属する職員並びに市町村立学校職員
給与負担法第１条及び第２条に規定する職員をいう。
以下この節において同じ。）が当該任命権者に対し、
対象家族（この項に規定する介護両立支援制度等の対
象となる職員の家族をいう。）が当該職員の介護を必
要とする状況に至つたことを申し出たときは、当該職
員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措
置（以下この節において「介護両立支援制度等」とい
う。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立支
援制度等の請求又は申出に係る当該職員の意向を確認
するための面談その他の措置を講じなければならない。
２　任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達す
る日の属する年度において、前項に規定する事項を知
らせなければならない。
（勤務環境の整備に関する措置）
第45条の23　任命権者は、介護両立支援制度等の請求又
は申出が円滑に行われるようにするため、次に掲げる
措置を講じなければならない。
　⑴　職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実
施
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